
 
 

１．件 名：試験済照射燃料等の保管管理に関する情報交換 

２．日 時：令和 5 年 1 月 18 日(水) 9 時 15 分～10 時 15 分 

３．場 所：web 会議 

４．出席者 

  原子力規制庁長官官房技術基盤グループ 

 システム安全研究部門 

北野上席技術研究調査官、福田技術研究調査官、秋山技術参与 

  三菱原子燃料株式会社：４名 

 

５．要旨 

(独)原子力安全基盤機構（以下｢JNES｣という。）は、安全研究の一環として

電力会社から照射済み燃料を借用して各種照射後試験を行い、試験後の燃料に

ついては試験を実施した施設で保管してきた。平成 26 年に JNES が原子力規

制庁に統合されたことに伴い、当該事業は原子力規制庁が承継している。 

試験に使用した照射済み燃料等の一部は、JNES 統合前から継続して三菱重

工業(株) （以下｢MHI｣という。）及び三菱原子燃料（株）（以下｢MNF｣という。）

に保管管理を依頼している。 

この度、上記保管管理の契約期間中の令和 5 年 3 月 15 日を目途に、MNF の

営業及び設計部門が MHI に集約されることになったとの報を受け、本 web 会

議において、契約、提出図書等への影響を確認すると共に、改訂等が必要な文

書について、対応時期や方法について協議調整した。 

 

６．その他 

提出資料：なし。 


